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市・道民税の申告が必要です

は　い

控除に変更がありますか？

いいえ

は　い

いいえ

いいえ

は　い

公的年金等以外にも所得がありますか？

税の申告のお知らせ
２月から下記の日程で市民税・道民税（国民健康保険税）の申告が始まります。

◇受付時間／午前９時～午後４時　　　
＊お住まいの受付地区（会場）で申告できない方は、他の会場へお越しください。

（所得税に関すること）
　函館税務署　☎31‒3171
（道民税・国保税に関すること）
　市役所税務課所得課税係
　［内線132～134］

●申告が必要かチェックしてみましょう
給与収入の方

所得税の確定申告が必要です

次のうち一つでも該当しますか？

・ 給与収入が103万円以上ある（２か所

 以上からもらっている場合は合計額）

・源泉徴収されている

所得税の

確定申告が

必要です

申告の必要は

ありません

年金収入の方

年齢は６５歳以上ですか？

（昭和34年1月1日以前生まれの方）

その所得は２０万円を

超えていますか？

年金収入が年間で

９８万円を超えますか？

申告の必要は

ありません

所得税の確定申告が

必要です

市・道民税の申告が

必要です

収 入金 額や扶 養 親

族の状況、各種控除

合計額によって市・道

民税の申告が必要と

なる場合があります。

収入のなかった方や遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの方

次に当てはまる方は、市・道民税の申告書の提出が必要です。
●国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方

●国民年金保険料の免除申請をする方

●各種手続のために所得証明書や非課税証明書が必要な方

＊来月発行の広報2月号では、「申告に必要なもの」等の情報を掲載しますので、ご覧ください。

申告 
日程

年金収入が年間で

148万円を超えますか？

いいえ

は　い

いいえ

いいえ

は　い

いいえ

いいえ

いいえ

は　い

は　い

は　い

は　い公的年金等の収入が４００万円を

超えていますか？

いいえ

その所得は２０万円を超えていますか？

は　い

次のうち一つでも該当しますか？

・年末調整済以外の給与所得がある

・ その他の所得がある

は　い

年末調整は行われていますか？

２月１６日㈮

月　　日 受　付　地　区 会　　　場 月　　日 受　付　地　区 会　　　場

２月１９日㈪

２月２０日㈫～

２２日㈭、２６日㈪

２月２7日㈫

２月２８日㈬

２月２９日㈭～

３月１日㈮

３月４日㈪～６日㈬

３月７日㈭～８日㈮、

３月１１日㈪

３月１２日㈫

３月１３日㈬～

１５日㈮

当別・三ツ石地区

茂辺地・

茂辺地市ノ渡地区

七重浜・ 追分１丁目地区

谷好 ・富川・桜岱 ・水無・

三好 ・ 矢不来 ・館野地区

追分・

追分２丁目～７丁目地区

飯生・押上・大工川・常盤・

公園通・添山・昭和地区

久根別・東浜１丁目地区

本町・本郷・市渡・村山・中山・
稲里・白川・細入・南大野・
向野・文月・村内地区

開発・東前・萩野・一本木・

千代田・清水川地区

中央・中野通・中野・清川・

野崎・東浜２丁目地区

石別住民センター

 （当別３丁目１番４４号）

茂辺地住民センター

（茂辺地２丁目５番５６号）

七重浜住民センター「れいんぼー」

 （七重浜２丁目３２番２５号）

谷好住民センター

 （谷好３丁目１２番４１号）

追分福祉センター

 （追分５丁目１４番１号）

エイド ’０３

 （飯生３丁目４番１号）

久根別住民センター「くーみん」

 （久根別１丁目２９番１号）

北斗市公民館

 （本郷２丁目３２番５号）

農業振興センター

 （東前７４番地の２）

北斗市役所 １階 大会議室

 （中央１丁目３番１０号）


